
総務部 

議案第１３２号 令和７年度大津市一般会計補正予算（第５号）のう

ち、総務部等の所管する部分について 

 

それでは、議案第１３２号、令和７年度大津市一般会計補正予算

（第５号）のうち、総務部の所管する部分につきまして、ご説明申し

上げます。 

お手元の資料、令和７年１１月大津市予算関係議案の１８頁をお開

き願います。 

２の歳入のうち、款２１繰越金、項１繰越金、目１繰越金 

９５１,２５０千円の増額については、令和６年度の決算の確定に伴

う決算剰余金の一部を措置するものであります。 

２０頁をお願いします。 

款２３市債、項１市債、目１総務債、節５庁舎整備事業債につきま

しては、皇子山総合運動公園内の広場及びテニスコートの解体工事の

財源として、４４，９００千円増額するものであります。 

２２頁をお願いします。 

３の歳出のうち、款２総務費、項１総務管理費、目１２財産管理費



は、大津市新庁舎整備基本設計・実施設計事業者選定委員会の開催経

費や皇子山総合運動公園内の広場及びテニスコートの解体工事費とし

て４９，９７６千円の増額をするものです。 

戻っていただき、３ページをお願いします。 

こちらは、事業の完了が令和８年度以降に及ぶものについて債務負

担行為を補正するものであり、庁舎整備にかかる基本設計・実施設計に

ついては令和１０年度、皇子山総合運動公園内の広場及びテニスコー

トの解体工事については令和８年度の事業の完了を見込んでおります。 

以上、議案第１３２号、令和７年度大津市一般会計補正予算（第５

号）のうち、総務部の所管する部分についてのご説明とさせていただ

きます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 


